
医療機関で受診した場合、保険診療に
かかった医療費の自己負担分について助
成する制度です。

※子ども及び母(父)親の医療費の被保険者負担分の
全額

※世帯及び同居家族に所得税が課税されている方がい
る場合は、対象になりません。
※受給者証交付申請書を提出した翌日から医療費が助
成されます。

ひとり親家庭等医療費助成

対　象 20歳未満の児童を扶養してい
る母子家庭の母、父子家庭の
父、両親のいない児童を養育
している養育者とその児童

事情により父親または母親と一緒に生活
できない子どもの健やかな成長と生活の
安定をめざした手当です。

児童扶養手当

対　象
18歳に達した最初の3月31日までの子ど
もを扶養している母子家庭の母、父子家庭
の父、または両親のいない子どもを養育し
ている養育者で、支給要件を満たす方
＜本体額＞
　全部支給　43,160円/月
　一部支給　43,150円～10,180円/月
＜第2子加算額＞
　全部支給　10,190円
　一部支給　10,180円～5,100円
＜第3子以降加算額＞
　全部支給　6,110円
　一部支給　6,100円～3,060円　
❶請求者および請求者と同居している扶養義務者の前
年所得により、支給額が決定します。また、手当額は、物
価の変動等の要因により改定される場合があります。

❷支払が奇数月、年６回です。
❸申請条件、必要書類等があるので、事前に相談が必要
です。

扶養している子どもが、小･中･高等学校
等、並びに短大、大学等、修業施設へ入学、
入所する際に必要な経費を貸し付けます。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金
就学支度資金

※貸付にあたっては、事前に審査があります。
※小学校、中学校は定額、高校以上は校種別、公私立
別通学条件により貸付金額が異なります。

扶養している子どもが、高校、大学等に修
学するのに必要な経費を貸し付けます。

修学資金

※貸付にあたっては、事前に審査があります。
※学年別、公私立別、通学条件によって貸付金額が異
なります。

母子家庭の母や父子家庭の父が、技能
や資格を取得するために指定訓練講座を
受講し、修了した場合にかかった経費の
一部を支給します。

※この制度を受けるには、事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金

対　象 市内在住の母子家庭の母、父
子家庭の父であって支給要件
を満たす方

母子家庭の母や父子家庭の父が就職に有
利な資格を取得するため、１年以上養成
機関で修業する場合、一定期間について
高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、養成課程の修了後に修了支援給付
金を支給します。

※この制度を受けるには、事前相談が必要です。

高等職業訓練促進給付金

対　象 市内在住の母子家庭の母、父
子家庭の父であって支給要件
を満たす方

子どもの学習支援事業
経済的な理由で十分な学習の機会に恵ま
れない子どもたちに学習の機会を提供す
る制度です。家庭訪問により進路と生活
などの相談も実施します。

対象者 市内在住の中学生、高校生及
び18歳以下の中卒者。原則と
して世帯収入300万円以下

お問い合わせ先 社会福祉課
☎0548-23-0078

ひとり親家庭の児童クラブの利用料を軽
減する事業です。

放課後児童クラブ利用支援事業

対　象 児童扶養手当を受給している
ひとり親世帯

※申し込み時に、児童扶養手当受給者証のコピーを提
出してください。

ひとり親家庭がファミリー・サポート・セン
ターを利用した場合、支払った利用料を
一部助成する制度です。

対　象 児童扶養手当を受給している
ひとり親世帯

ひとり親家庭等子育て支援助成金
（ﾌｧﾐﾘ ・ーｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ）

※助成を受けるには、事前登録が必要です。

就学に係る負担軽減に寄与することを目
的とし、ランドセルの購入費用の一部を
助成します。

ひとり親家庭就学支援事業

対　象 小学校に入学する児童を監護し、
児童扶養手当を受給している
ひとり親世帯

※助成金額は、対象児童ひとりについて３万円以内
※対象者には、市より通知あり

M a k i n o h a r a  Pa r e n t i n g  G u i d e  B o o k

ひとり親家庭等への福祉サービス
お問い合わせ先 子ども子育て課  ☎0548-23-0071

子どもの学習支援事業は　社会福祉課    ☎0548-23-0070 妊
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